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経済産業省 

デジタルプラットフォームの透明性・公正性に関する 

モニタリング会合 

2025年度 第６回 議事録 

 

■ 開催概要 

＜日 時＞ 令和 7 年 10 月 6 日（月）16:00～18:00 

＜場 所＞ ハイブリッド開催（経済産業省 別館 2 階 235 会議室／Teams） 

 

■ 出席者 

＜委員＞（座長以下五十音順） 

岡田座長、生貝委員、善如委員、高倉委員、武田委員、増島委員、和久井委員 

＜オブザーバー＞ 

公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会  

 丹羽代表理事 副会長 

公益社団法人日本アドバタイザーズ協会・一般社団法人デジタル広告品質認証機構  

 小出専門研究員・事務局長 

一般社団法人日本インタラクティブ広告協会 柳田事務局長 

＜関係省庁＞ 

公正取引委員会事務総局 経済取引局 総務課 デジタル市場企画調査室 太田補佐、松下官 

個人情報保護委員会事務局 水官、小山官 

消費者庁 取引デジタルプラットフォーム消費者保護室 落合室長 

総務省 情報流通行政局 参事官室 寺本参事官 

総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 利用環境課 高鍋係長、片上官 

 

＜事務局＞ 

経済産業省 渋谷大臣官房審議官（IT 戦略担当）、岩谷デジタル取引環境整備室長 

みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社（令和７年度事務局運営支援業務委託先） 
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■ 議事次第 

１．開会 

２．議題 

・ Meta、LINE ヤフー、Google の更問回答について 

・ モニタリング会合とりまとめ案（デジタル広告分野）について 

３．閉会 

 

■ 配布資料 

資料１ Meta 提出資料 

資料２ LINE ヤフー提出資料 

資料３ Google 提出資料 

資料４ モニタリング会合とりまとめ案（デジタル広告分野） 概要 

資料５ モニタリング会合とりまとめ案（デジタル広告分野） 
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■ 討議 

１． 開会 

○岩谷室長 ただいまより、2025 年度デジタルプラットフォームの透明性・公正性に

関するモニタリング会合の第６回会合を開催させていただきます。事務局を務めます経済

産業省デジタル取引環境整備室長の岩谷です。どうぞよろしくお願いいたします。委員、

オブザーバー、関係省庁の皆様方には、ご多忙のところお集まりいただき、まことにあり

がとうございます。 

 本日は、重点テーマに関する質問及び更問に対するプラットフォーム提供者からの回答

を踏まえて議論を行います。当該回答におきましては機微な内容が含まれるため、会合で

の議論は非公開で行いまして、後日議事録を、非開示情報を除いて公開する形で会合を開

催いたします。 

 出席者ですが、本日は百歩委員、梅村オブザーバーがご欠席となっています。善如委員

は途中参加のご予定とお伺いしております。 

 ここからの司会は、座長の岡田先生にバトンタッチさせていただきます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 

○岡田座長 ありがとうございます。座長の岡田です。 

 

２． 議題 

○岡田座長 それでは、本日の議事についてご説明できればと思います。前回の会合

では、Meta、LINE ヤフー、Google への更問案を議論しまして、その後、各社に更問を送

付し、本会合までにその回答がありました。それを踏まえて事務局のほうでモニタリング

会合取りまとめ案を作成されましたので、その案について議論できればと思います。 

では、事務局から、３社からの更問の回答と取りまとめ案について、簡単にご説明いた

だければと思います。よろしくお願いします。 

 

○岩谷室長 岡田先生、ありがとうございます。それでは、ご説明させていただきま

す。 

 まず資料１ですが、時間が限られておりますので、かいつまんでご説明させていただき

ます。 

 

⚫ Meta 

 まず、Meta の関連です。おめくりいただきまして３ページ目の一番下、更問１ですが、

国内管理人として機能横断的・組織横断的チーム、こちらの取組みとして、案件の進捗管

理や必要に応じた組織内のコミュニケーションチャネルの変更を行っているかと質問させ

ていただいたところ、４ページ目ですが、当該チームが進捗を管理するために共同してい
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るとのことです。Meta サポートプロ、ビジネスヘルプセンターの担当者、Meta アカウン

トアクセスライブチャットといったところと連携しているという回答があったところです。 

おめくりいただきまして、更問の７ページ目です。国内管理人が運営改善にどのような

役割を果たしているか。こちらについて Meta からの回答としましては、前述のサポート

チャネルがさまざまなシグナル、データやインプットを受け取っているとのことです。ま

た、機能横断的・組織横断的チームと緊密な連携をして、サービスの改善に取り組んでい

るとのことです。 

 更問８ですが、Meta サポートプロの権限裁量の範囲について、また、どのような事項が

Meta 本社へのエスカレーションが必要なのかということを聞いたところ、８ページ目です

が、Meta からの回答です。まず１点目につきましては、Q１-４の回答のようになるとのこ

とです。前のページになりますが、さまざまな取組みがある中、誤った執行措置を撤回す

る権限などを有しているというような回答でした。また、本社へのエスカレーションの関

係でいいますと、Meta サポートプロがカスタマーサポートの要請や問い合わせに対応でき

ない場合に、本社等々と連携しているということでした。また、３つ目ですが、却下の判

断につきましては

いう回答がありました。 

 続きまして、１２ページ、更問７です。自動審査をアップデートするために、それまで

の自動審査ではスクリーニングできなかったなりすまし広告について、人間の審査担当者

がスクリーニングすること、なりすまし広告の特徴点について抽出して自動審査にインプ

ットするなどの取組みをされたということかと思ったところ、

という回答

がありました。 

 おめくりいただきまして１３ページですが、こちらは更問８です。こちらについては、

Meta での検討の結果として、日本向けの広告審査について、これまで人員体制の増強はあ

ったのかと聞いたところ、Meta からの回答としては、単なる人間による審査担当者の増員

ではなく、ポリシー、検知システム、分類器、執行慣行の改善を優先する場合があります。

これら改善に関する決定は機密情報であるとの回答がありました。 

 更問９ですが、日本向けの広告に関する審査の体制について、定量的な情報も含む形で、

可能の範囲で説明をと問うたところ、Meta からの回答は、そのままのページですが、広告

コンテンツの審査には２４時間体制でグローバルな人間による審査チームを配置しており、

これには市場固有の審査対象者も含まれる。日本向けの審査担当者数に関する具体的な数

値は把握していないとの回答がありました。 

 また、更問１０です。１３ページの一番下ですが、広告審査とそれ以外のコンテンツ、

例えば SNS の投稿内容ですが、その審査は双方に同じ自動審査システム及び同じ審査人員

を用いる方針か、そうではないかと問うたところ、次のページですが、

NAEA6357
スタンプ
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という回答がありま

した。 

 続きまして、１８ページです。武田委員からも指摘がありました戦略的ネットワーク・

ディスラプションのアプローチについてです。Meta からの回答ですが、

 

 １９ページですが、更問１６、本人確認の関係です。リスクの高いレベルにつきまして、

その認証の求めを、これらのリスクのレベルの高いカテゴリー以外の広告主にも拡大する

ことは検討されているのかについて質問したところ、次の２０ページの一番上のポツです

が、Meta プラットフォームで広告を掲載する前に電話の認証が必須、電話認証が追加され

ているということについて、回答がありました。 

 その下、更問１７ですが、電話認証はグローバルで行われているということでした。 

 次のテーマです。２１ページからですが、新たな回答としましては２３ページの一番上、

更問２０です。一般利用者と広告クライアントから相反する方向性のフィードバックを受

けた場合、どういったステークホルダーと連携しながらバランスある判断を行っているの

か。こちらについて問うたところ、Meta からは、シビルソサエティ、学界、企業、クリエ

ーター、監督委員会、そして各国に広がる 400 を超える NGO といった外部ステークホル

ダーと連携しているとのことです。Meta は、ポリシーの決定上の考慮事項や選択肢を共有

し、ポリシーの見直しや検討に反映させるフィードバックを求めているという回答があり

ました。 

 

⚫ LINEヤフー 

 続きまして、LINE ヤフーにまいります。 

 まず、苦情の計測の取組みに関してですが、４ページ、更問３です。営業担当に相談が

あった事案を含めて、苦情や相談が１点ずつどのチャネルから届いたものかを記録してい

るのか否かについて聞いたところ、そのとおりという回答。 

 また、更問４、どのような苦情等の情報の項目について記録しているのかということに

つきまして、例えば連絡先、申し立て日時、申し立て内容の全文、または法令、契約に照

らして問題のある行為があったのか否か。広告主等に直接的かつ具体的な損害を被ったと

訴えられているか否か、含まれているかと問うたところ、これらの項目については、いず

れも社内システムで記録していると回答がありました。 

 次のページ、更問５です。ご意見 1,974 件につきまして、改善要望も含まれているのか。

これについては「含まれている」と回答がありました。 

 ６ページです。更問８、改善要望をどのように分析し記録しているのか。LINE ヤフー
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からは、改善要望は案件ごとにリスト化し、責任者が定期的に案件リストを精査し、優先

度をつけた上で、対応の実施、未実施を判断、順次改善を進めているということでした。 

 ６ページ、一番下、更問１０です。苦情かどうかを LINE ヤフーが判断するに当たり、

どの要件を満たさないことで外れているのかと問うたところ、７ページの一番上、回答で

すが、広告主と自身に直接的かつ具体的な損害を訴えている者の要件から外れる者がいる

という回答がありました。 

 また、８ページ、更問１３に進んでいただきまして、さまざまな利用事業者による不満

足の表明につきまして、広く拾ってカウントし、サービスの改善に利用する仕組みの構築

について今後の取組み予定を問うたところ、LINE ヤフーからは、ご意見についても内容

を精査し、オペレーション改善やサービス品質向上に活用しているとのことです。ご意見

としてカウントしているものについては、次年度より苦情集計の報告に含める運用への変

更は可能という回答がありました。 

 続きまして、１２ページです。広告審査におけるバランス確保のため、どういったステ

ークホルダーと連携しながら判断を行っているのかと問うたところ、自社のメディア部門、

サービス部署、また業界団体である JIAA や JAA さんと協力しているという回答がありま

した。 

 また、１５ページです。苦情等の共通性の分析に聞いたところ、LINE ヤフーからは、

共通性を分析し、件数や傾向を踏まえて関連部門で共有の上、オペレーション改善や基準

見直しを検討に活用していると回答がありました。 

 また、更問２２ですが、最初の回答で共通傾向の抽出には至っていないが、現状と回答

したその背景として、「内容の特性上、限定的な対応にとどまる場合が多い」という記載が

ありましたので、どういう状況なのかとさらに問うたところ、LINE ヤフーからは、例え

ば利用者からのご意見が特定の商品カテゴリーや出稿主固有の事象に起因する場合など、

他の報告全般へ共通的に展開することが難しい状況を指していたという説明がありました。

複数案件に共通する傾向が認められる場合には、広告掲載基準は、運営ルールの規定改善

に生かしていくと、追加の説明もありました。 

 

⚫ Google 

 続いて、Google です。まず１ページ目の一番下、更問２です。
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 次、３ページ目、更問４です。解決に時間を要するようなケースでは、チャネル間のコ

ミュニケーションのどの箇所において時間を要する傾向があるのかと問うたところ、３ペ

ージ目の一番下ですが、

 

 続いて、５ページ目、日本市場におけるリスクの傾向についてです。６ページ目、おめ

くりいただきまして、Google からは、一部の悪意のある行為者は、AI を利用して、より多

くのケースに迅速に届くような欺瞞的または有害な広告を大量に作成することができると

のことです。ここ数年悪意ある行為者が Google の検出を逃れるために「クローキング

（cloaking）」などの巧妙な欺瞞技術を用いたり、オフラインで行われる電話ベースでの詐

欺広告の出稿がされたりというケースが増えており、このようなリスクは、日本を含め世

界中で見られるようになっているという説明がありました。 

 また、媒体審査の関係です。同じページの更問８、国内のパブリッシャー等からの苦情・

紛争の件数 14 万 7,602 件に関して、その中で広告の配信停止に関するものは把握されてい

るのか。 

 更問９ですが、広告配信停止に該当するものについて、その原因となった事象を把握し

ているのか。 

 更問１０ですが、グローバルでのパブリッシャーに対するエンフォースメント措置の使

用分野が「性的なコンテンツ」であり、次いで「危険または中傷的なコンテンツ」であっ

たという傾向については、先ほどの 14 万 7,602 件における広告配信停止に該当するものに

ついても大体あてはまるのかについて問うたところ、７ページ目ですが、14 万 6,704 件の

苦情及び紛争は、利用事業者のアカウント、Google のプラットフォームにアップロードさ

れたコンテンツ、または個々の商品やサービスに関して下されたポリシーの違反措置に関

する決定に対して、異議申し立てをしたものだということです。一方で、Google において

は、その苦情及び紛争に関連する、さらに細分化したデータは保持していないということ

でした。一方で、パブリッシャーによるポリシー違反の世界的な傾向との重要な違いにつ

いては、日本であると Google は認識していないとの説明がありました。 

 同じページ、更問１２、一番下です。媒体社がアラートの意味内容や影響が不明瞭で確

認のために問い合わせするケースもあると Google は把握しているのかと問うたところ、次

のページで、Google からはほとんどの場合パブリッシャーはポリシーセンターを利用・使

用して、ポリシー違反を迅速かつ効率的に特定解決し、広告配信への影響を最小限に抑え

ることができるとのことです。ごく一部のケースにおいて、パブリッシャーが問題の要因
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を特定できない場合に、広告配信制限の原因に関する問い合わせを受けることがあるとい

う説明がありました。今のは、８ページです。 

 続きまして、１０ページ目、更問１４です。誤判定で停止される媒体社が一定数生じる

可能性は排除できないと考えられるため、苦情処理の窓口や営業担当等に寄せられる不服

等の声を検討することや、再審査や苦情申し立てを行いやすくするインターフェイス上の

工夫は、判定の精度を高めるためにも有用という観点から、体制面で工夫している点があ

れば、ご説明いただきたいと問うたところ、Google からは、AI などの高度なソリューショ

ンに継続的に投資をしているとの回答がありました。パブリッシャーが Google の決定に対

して容易に異議を申し立てるためのチャネルを提供していること、特に誤ったラベルづけ

をされたとパブリッシャーが考える場合に、その旨を Google へより簡単に報告できるよう、

ことしの４月に審査プロセスを更新したという説明がありました。 

 更問１５、同じページです。新たなシステムによる措置を行う場合には、通常の通知と

異なるような付加的な内容を含めるなどの通知文の取組みはあるのかということを問うた

ところ、Google からの説明としましては、更新は Google の検出メカニズムの改善に関す

るものであり、Google が問題をどのように検出したのかということの詳細について、これ

は違反の修正に役立つということは限られているのではないかという説明、またさらに悪

意ある行為者へのリバースエンジニアリングや、その他の悪意を助長することになるとい

うことから、日常的に提供しているわけではないという回答がありました。 

 続きまして、更問１６です。こちらは次の広告の質にかかわる回答になります。無効な

トラフィックを防止する方法との周知強化について問うたところ、１１ページで、利用事

業者の理解促進に資する情報が数多く掲載されたヘルプセンターページやトラフィックの

質に関する専用ページ、こちらは日本語で提供されておりますが、こちらがあることにつ

いて説明がありました。また、一番下ですが、広告主やパブリッシャーを無効なトラフィ

ックからさらに保護するため、Google のチームが主な行動を発生させる広告を排除、より

正確な特定をするために、大規模言語モデルによる防御機能を導入しているとのことです。

アプリや Web コンテンツ、広告配信、事業者とのインタラクションを分析することで、よ

り強力な保護を提供しており、インバリッド・トラフィックが４０％削減している等々の

説明がありました。 

 媒体社審査に戻りまして、更問１７です。異議申し立てによる当初決定の取り消しと、

再審査による当初決定の取り消し等を比較できる形で分析、集計する取組みについて問う

たところ、Google では、通常の業務運営上、国単位での異議申し立て決定件数の体系的な

内訳を持っていない。一方で、審査担当者の決定を学習目的で Google の AI 検出や違反措

置システムに取り込むことを可能にするようなメカニズムを持っていることについて、説

明がありました。 

 １３ページから広告の質に関して、更問１８です。広告トラフィックの質に関する専用

サイトにつきまして、積極的に広告主に閲覧してもらうような施策について聞いたところ、

先ほどのようなヘルプセンター等の、また専用ページで周知をしているという回答があり
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ました。 

 更問１９です。アドフラウド対策のツールの有無について聞いたところ、Google からは、

過去の不正リスクに基づいて、広告枠をターゲティングする設定を広告主に提供している

ことや、これらのターゲティングのオプションは「広告の不正行為の防止」または「不正

行為の無効なトラフィック」とラベリングされており、広告主は認定販売者の広告枠のみ

を対象とすることもできるというご説明がありました。 

 続きまして、１７ページ、更問２４です。広告の配信元である SSP（Supply-Side Platform)

または DSP（Demand-Side Platform）の特定に結びつく配信元の確認や集計及び動画配信の

ブロック等を講じる機能があるかと問うたところ、１８ページ、Google からは媒体社が用

いることができる広告レビューセンターにおいて、媒体社は自身の広告枠に配信された広

告クリエイティブを審査することができること、またデマンドソースから広告をフィルタ

リングすることができること、特に入札者を認定バイヤー、Open Bidding、アプリ関係の

SDK Bidding、その他のカテゴリーに分類されていることから、デマンドソースを簡単に見

つけられ、２個下の段落ですが、パブリッシャーは指定された広告主、ブランド、広告カ

テゴリー、特定の DSP を含むバイヤーなどからの広告をブロックすることができるという

説明がありました。 

 

【モニタリング会合とりまとめ案（デジタル広告分野）について】 

○岩谷室長 続いて、パワーポイントに基づきまして、今回の取りまとめの概要につ

いて説明させていただきます。 

 

⚫ Meta 

 まず、Meta に関しまして国内管理人の関係です。評価できる点としましては、日本法人

機能横断チーム等々がありましたし、さまざまな相談窓口の説明がありました。こういっ

たものが、本社との連絡調整、進捗管理、サービス改善を行っているとのことです。具体

的には、本社のポリシー、製品、アカウントのグループと連携しているという説明があり

ました。 

 また、権限の関係ですが、Meta による誤った措置の撤回権限を日本法人が保有している

という説明がありました。 

 一方で、課題としましては、説明に具体性が欠けるということがあると思います。取組

み実態が不明瞭なところがあると思います。 

 一方で、アンケートの関係ですが、広告主の３割、広告会社の５割が、海外本社への問

い合わせにおける日本法人の対応に不満を持っているということから、右側の意見の案で

すが、引き続き案件の進捗管理やエスカレーションチャネルの調整を行い、苦情等の解決

の円滑化を求めると記載しています。これは継続的な改善として求めるとともに、説明の

具体性の件がありますので、取組みの内容について、具体性を持って定期報告書に記載す

ることを求めてはどうかと考えております。 



 

10 

 なりすまし広告の関係です。真ん中の段の真ん中の列ですが、電話認証の導入や

また、人間の判断に関す

るデータを用いて機械を訓練していること、これらの説明があったことは評価できると考

えられます。 

 一方で、依然として本人確認の対象が限定的、また昨年度求めました広告審査の人的リ

ソースの拡充の検討については、その検討状況が不明であるというところが課題です。そ

れを踏まえまして、本人確認の対象範囲の十分性の検証、それについて検証結果を定期報

告書で記載いただくことについて求めてはどうか。また、人的リソースの拡充の必要性に

ついてしっかりと検討いただいて、その検討結果の説明を求めてはどうかと考えておりま

す。 

 利用者からの提供のあった情報の活用です。利用者からの情報は、非開示情報として、 

という説

明がありました。 

 一方で、アンケートにおきましては、課題がわかりにくいなどの事業者の声は依然とし

て存在しているところです。これを踏まえまして、意見の案としましては、規約等に対す

るユーザーからの声や苦情等を積極的に分析し、継続的改善をすることについて求めては

いかがかと考えています。 

 

⚫ LINEヤフー 

 続いて、LINE ヤフーです。苦情を計測する取組みについてです。評価できる点としま

しては、苦情の定義にあてはまらないという改善要望についても、運営改善のインプット

としているところがあります。しかし、課題としましては、苦情の定義が依然として限定

的であるということで、LINE ヤフーの、法令・契約違反等の行為によって、直接的かつ

具体的な損害を被ったと訴えているものに限定しているということについて、やはり定義

が狭いと考えております。 

 2025 年度に提出のありました定期報告書では、苦情の件数は６４件でした。こういった

ことも踏まえまして、苦情の定義を再検討することを求めてはどうかと考えております。

また、一般利用者及び利用事業者から提供のあった情報の活用です。評価できる点といた

しましては、利用事業者からの改善要望に基づき改善要望を検討し、改善の具体事例につ

いても説明しているとありました。 

 一方で、回答の中では、利用者の声の共通傾向の抽出には至っていないという説明もあ

りましたので、体系的分析はできているのか不明な点があります。こうした点を踏まえま

して、苦情等のより積極的・具体的な分析、またその内容について、報告書での報告を求

めてはどうか。また、分析結果を踏まえて、継続的な運営改善を図っていくと、こちらを

求めたほうがいいのではないかと思います。この中には、契約・規約等に対するユーザー

からの声・苦情等の分析、継続的改善、こちらは、昨年度は求めておりますが、こちらに

ついて含まれているという言い換えです。 
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⚫ Google 

 続きまして、Google です。おめくりいただきまして

 

 一方で、アンケートを見ますと、広告主の２割、広告会社の４割が、海外本社への問い

合わせにおける日本法人の対応に不満を持っているということがありましたので、これを

踏まえまして、案件の進捗管理やエスカレーションチャネルの調整を行って、苦情等の解

決の円滑化を求めるということです。これを継続的に求めるとともに、具体性を持って定

期報告書に記載することを求めてはどうかと考えています。 

 利用者からの情報の活用です。Google においては、利用事業者及び一般利用者からの提

供情報につきまして、詐欺広告の削除等の不正行為への対応に活用しているとの説明があ

りました。一方で、説明のなかったエリアですが、アンケートの結果を見ますと、規約等

のルールや日本語訳がわかりにくいとの利用事業者の声が一定数あります。これを踏まえ

まして、規約等に対するユーザーからの声や情報を積極的に分析し、継続的に改善してい

くこと、こちらを求めてはどうかと考えております。 

 おめくりいただきまして、媒体審査の関係です。審査担当者、人間の決定を Google の

AI 検出や違反措置システムに学習させ、継続的に改善しているということは評価ができる

と考えております。 

 他方で、課題としましては誤検知が起きたら修正するというアプローチをとっておりま

すが、媒体社が収益を得る機会を制限している可能性があります。媒体社からの異議申し

立てに対する措置の当初判定の取り消し割合は８５％ありますが、そのうち誤った判断件

数のカウントというものがされておりませんので、こうした情報が改善に用いられている

か不明瞭と考えております。これを踏まえまして、広告枠の提出時に当たって誤判定が最

小化されるよう、これは継続的に求めたいと思っております。また、異議申し立て等をし

やすいように、リスクの高低に応じて、媒体社へ措置理由の開示を行うことについて検討

するよう求めてはどうか、また、誤った判断件数が把握できるよう分析し、可能な限り説

明するよう求めてはどうかと考えております。 

 広告の質に関してです。無効トラフィックの検知排除、また利用に関しての対策情報の

提供、こちらは評価できる点と思っております。また、AI ツールの活用や業界横断的な情

報共有によって、詐欺等の問題ある広告の検知・排除をしています。媒体社に対して、問

題ある広告や、その配信経路をブロックするツールを提供していることの説明がありまし

た。 

 一方で、アンケートを見ますと、広告主の２割が内容を知らないと回答しているなど、

問題についての認知度が低く、提供されているような対策ツールの利用が少ないことがあ
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ります。これを踏まえまして、まずは利用事業者が頻繁にアクセスするような場所を踏ま

えて、広告の質に関する啓発を行うことを求めてはどうか。また、低品質広告対策としま

して、媒体社向け広告配信コントロール手法について、より積極的な情報発信を期待して

はどうかと考えております。 

 また、勉強会でもご説明させていただきましたが、第三者アドテク事業者を巻き込んだ

広告取引の透明化、透明性を確保する技術の導入について、積極的な検討を期待してはど

うかと考えております。 

 事務局の説明は以上です。 

 

＜質疑・討議＞ 

○岡田座長 ありがとうございました。取りまとめ案を非常に簡潔にわかりやすくま

とめていただいたと思います。更問も含めて事業者からの回答がたくさんあったわけです

が、その中で特に重点を置いて簡潔に取りまとめ案をまとめていただいたと思います。そ

のような取りまとめ案の事務局案のご提案について、今日はいろいろ議論いただきたいと

いう趣旨だったと思います。 

 今日は、対面は私だけということですので、委員、オブザーバーの皆様でご質問があり

ましたら、挙手をいただければと思います。会議室からのご発言はないですね。ですので、

画面上で確認できるように挙手をお願いできればと思います。なお、ご発言される際です

が、更問回答に関しては、Meta、LINE ヤフー、Google のいずれかについて、わかりやす

く明示をしていただきますと、ありがたく存じます。それからあと、取りまとめ案に関し

ては、可能な限り具体的な修正文言案もあわせてご提案いただけると議論がより深まるか

と思います。 

 ということで、３社のどこからでも結構ですが、皆様からご意見を頂戴できればと思い

ます。小出オブザーバー、手が挙がっていますね。よろしくお願いします。 

 

○小出オブザーバー 私の意見は、Google の１８ページ、更問１８に関するところな

のです。更問１８の広告のトラフィックの質に関する専用サイト云々の１４ページです。 

 

○岡田座長 １３ページではなくて１４ページでしょうか。 

 

○小出オブザーバー １３ページです。ここの後半の下線部分の「より積極的に広告

主等に閲覧してもらう施策などは実施されていますでしょうか」というあたりについて、

前回の４回目のモニタリング会合で、ここに関する意見等を述べさせていただきました。

その際に、やはりホームページには載せているのだけれどもというか、そこにはちゃんと

情報を出していますよという言い方で置いてあるという形なのは、なかなかそれだけでは

日本の今の広告主の事情とかから考えると、そのような、詳しく置かれたとか開示したと

いうのがほとんど届かないという情報にあるということを前提に、積極的な発信等で広告
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主側に伝えていただくようなことはできないか、というようなニュアンスでお話ししたと

思います。そうしたところ、ここの１８は、１６への回答をご参照くださいという形でさ

らっと流れてしまって、１６のほうを見たら、そのようなことはほとんど書いていないと

いうような状況とお見受けしました。 

 そこに関して、事務局の方でまとめていただいた取りまとめ案概要の方にも、そこにつ

いても書かれています。今ちょうど映していただいている広告の質の向上の意見案という

ところなのですが、ここで実際にはその部分だろうなと思うような書き方が一番上のポツ

だと思うのですが、ここをもう少し踏み込んでいただけないかな、強く言っていただけな

いかと思いました。 

 例えば、具体的には「広告主を踏まえた利用事業者のアクセスの状況を踏まえ、広告の

質に関する主体的な情報提供を期待する」というような。結構 Google さん側から情報提供

するというような今のことを、明解にこちらは求めているというような表現にしていただ

けたらというのが私の意見です。 

 

○岡田座長 ありがとうございます。具体的な文言のご提案も含めて、ご意見を頂戴

しました。私も同じような印象を受けました。広告主に情報がちゃんとリーチしていない

ではないかというご指摘でした。その場合に、やはりサービスの提供側が、主体的に責任

を持って情報提供を積極的に図るという趣旨で、何というのですか、何か適当な言葉が浮

かばないのですが、そのような情報提供者のもっと重い責任というか、事実上独占的な事

業者ですので、そのような事業者に見合った重い責任が課せられてしかるべきというニュ

アンスです。競争モデルの発想になりますが、何かそのようなニュアンスをもっと出して

もいいのかなというような印象を、私も受けました。 

 いかがですか。小出オブザーバー、今ので、いかがですか。 

 

○小出オブザーバー 座長のスタンスは私も同じです。やはりホームページで開示は

されているといいましても、毎日、毎週、毎月のようにホームページに訪れるということ

は現実的には難しく、膨大な量なので、どこにどう書かれているかというのがなかなかよ

くわからないのですね。そこをパトロールし続けるということも難しいので、新しい対応

とかは、すばらしいことをやられていると思うのですが、広告主のためにこういうことを

今年から取り入れましたとか、こういうことを始めましたというのであれば、もう少しこ

ちら側に主体的にアピールしていただいてもいいのかなと、そのようなニュアンスも込め

ての意見です。 

 

○岡田座長 ありがとうございます。そうですね。特に、いろいろな、下のほうの第

三者アドテクなどの話なども含めて、やはり情報の非対称性というのは非常に大きいと思

うので、そのようなことへの配慮ももっと求めていいのではないかという印象を持ちまし

た。少しよくわかっていない技術的な話がたくさんありますが、そのようなところも含め
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て、やはり情報提供がもっと必要ではないかなというご議論かと思います。ありがとうご

ざいました。今、小出オブザーバーからご意見をいただきました。 

 ほかの委員、オブザーバーの皆様、いかがでしょうか。どこからでも結構かと思います。

順番からいきますと、まず和久井委員からですね。お願いいたします。 

 

○和久井委員 ありがとうございます。資料５をよろしいでしょうか。取りまとめ案の

３１ページ、この箇所です。 

 「バランスのとれた判断を行うための取組みが」というところなのですが、何もしない

よりはいいかと思い、一定、評価はできると思いますが、関係する諸部門とマネジメント

層が関与しているだけではだめなのではないのでしょうか。もう少し広く市民の声を聞く

とか、あと事業利用者と一般利用者の側の声を聞くとか、そのようなことをしていただけ

るといいなと思いました。 

 これと密接に関係することとして、２２ページがちょうど同じようなところについて評

価をしています。他社さんがやっているようにやってくださいというわけではないのです

が、こちらでは外部ステークホルダーとの連携などという、それなりに説得力があること

をやっているように思います。こうしたことも考えると、先ほどのところを少し変えてい

く余地があるかなと思って拝見しました。 

 次に、Meta のこの 22 頁の部分なのですが、外部ステークホルダーの直前の記述を見る

と、ものすごい数の市民団体と、400 を超える NGO ネットワークに触れているのですが、

このうち日本のステークホルダーは何団体いるのだろうかと思いました。また、どのよう

なやり取りがなされているのか、詳しく説明してもらうようになっていくといいのかなと

思いました。そこで、もしよろしければ、意見としましては、２２ページの先ほど見てい

ただいた「バランスのとれた判断を行うための取組みが行われているのを評価できると考

えられる」の次に、さらにこの日本の中でどんなステークホルダーがあって、そこでどん

なことをやっているのか。それが具体的にどのように生かされているのかといったことも

書いていただけるといいのではないかと、先の意見程強い意見ではないのですが、少し思

いました。 

 もし３点目でよろしければ。３点だけなのですが、よろしいでしょうか。 

 

○岡田座長 今、２点まず挙げていただいたところから、まず事務局からご回答をい

ただいたほうがよろしいですか。 

 

○和久井委員 また別の内容のことになりますので、そのほうがいいのかもしれないで

す。 

 

○岩谷室長 まず、先生からのご意見、３点目もお伺いしてからのほうがやりやすい

です。 
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○岡田座長 では、３点も続けてお願いいたします。 

 

○和久井委員 ありがとうございます。もう３点目は、私、毎回こういうことを言って

いるような気がしていて、毎回それはだめなのですという意見もいただいているような気

がします。そのようなことであれば申しわけありません。なりすまし広告、具体的には１

８ページのところ等、なりすまし広告がないようにこのように対策をしていますというと

ころに対する意見なので、他社にもいえることかもしれません。さしあたり、Meta につい

ては、１７ページから１８ページにかけてのところですが、被害が生じていました。これ

から生じないように、いろいろな対策をしているというのはもちろんとてもいいことなの

ですが、その被害が生じてしまったことに対して何か対策をしているのですかということ、

具体的には、損害賠償ないし、何か補填をしているのですかということが気になります。

エラーを完全になくすということはできないにしても、エラーがあって、なりすまし広告

とかがあって、被害が生じてしまいましたということが明らかになっているという場合に

ついては、何かしらそれを弁償するということがないと納得しないのではないかなと思う

次第です。今回、サーベイをしてくださって、解決に至りましたかという質問に対して、

「至りません」という回答をしている人たちの中には、、被害が生じてしまったので何とか

してほしい、補償があるべきと思っているのに、それが何もされないから解決に至ってい

ないと思っている方がありうるのではないかなと思っています。被害が生じてしまった以

上、「これからは減らすように措置をとります」といわれても、それは解決になっていない、

と思っている人もあるのではないかと思いました。そのような観点から、これからよく考

えますということに一言、つけ加えて、実際に生じてしまった損害にどういう対応をして

いくかということについても、もう少し前向きに考えることが期待されるぐらいのことは

書いていただけないかなと思いました。 

 以上です。 

 

○岡田座長 ご意見の部分は、案の書きぶりの修正も含めてというご提案と受けとめ

ていいのかなと思ったので、その辺の可能性も含めて、事務局から、今の３点がありまし

たが、ご意見、ご回答をいただければと思います。 

 

○岩谷室長 先生、ありがとうございます。和久井先生、ありがとうございます。 

 まず１点目の LINE ヤフーの点ですが、マネジメント層の関与ぐらいではバランスのと

れた判断を行っていると言えないのではないかということですので、「これは評価できると

考えられる」というところを書くのは少し言いすぎなのかもしれませんので、そこはまた

書きぶりを検討したいと思います。一方で、バランスのとれた判断を行うために、例えば

外部ステークホルダーとの連携の必要性というものもご指摘があったかと思いますので、

そのような要素も含めることも検討をしたいと思っております。 
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 もう１点ですが、Meta の日本のステークホルダーがいるのか、また、どういう内容に取

り組んでいるのか説明を求めることについて、追記をしたいと思います。 

 ３点目のところです。弁償等の何かしらの対応をしないと納得しないのではないかとい

うことですが、こちらについては、Meta に、今回の質問の中でも補填等を行っているのか

というのを聞いて、たしか「補填等を行っていない」というような回答があったと思いま

す。ですので、アイデアとしましては、損害が生じてしまったケース等について把握して

いるのかとか、またそのような損害が発生しているということについて把握するような取

組みを行っているのかというような説明を求めるということが、例えばステップとしては

次のステップになるのかなと思うのですが、違和感等があれば教えていただければと思い

ます。 

 

○和久井委員 大変いいなと思ってお伺いしました。 

 あと、把握しているのか、もしそこから一歩踏み込んで、損害が生じているにもかかわ

らず、その補填をしないでいいとしたら、その理由は何だと考えているのかくらいのとこ

ろまで明らかにしていただけると、来年度に向けて、次のサイクルに向けて、期待ができ

るのではないかと思いましたということが１つです。 

 すみません。Meta についてはそのようなことなのですが、ほかの社についても、是非、

追加をお願いしたいと思う箇所があればメールでご連絡するようにします。LINE ヤフー

についても同じような問題があるのではないかと思っておりまして、後でメールをしたら

ご返答をいただけますと幸いです1。 

 

○岩谷室長 承知いたしました。お待ちしております。よろしくお願いいたします。 

 

○岡田座長 では、メールでまた追加でご意見をいただけるということで、よろしく

お願いいたします。 

 

○川原補佐 事務局、川原です。和久井先生からご指摘いただいた点で、直接には、

なりすまし広告のところをご指摘いただきましたが、透明化法は直接にはプラットフォー

ムと利用事業者の間のところを見ておりまして、この更問の回答も利用事業者に対して誤

った執行措置をしたときに、そのような対応をしていませんとのことです。これは、秘密

情報部分で、委員の先生限りでという扱いの部分ですが、そのような文脈でご回答をいた

だいているところですので、なりすまし広告のところで、透明化法の趣旨からしてどうい

 
1 和久井委員による、チャットへの書き込み意見は、以下のとおりであった。 

 

Meta と同様に、「なりすまし」に関して、損害について感想をもった箇所 

→ Google ５６頁 

 LINE ヤフーについては記述がありませんでした。失礼いたしました。 
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う書き方をするのかというところは若干検討が必要になるかもしれないなと思いましたの

で、その点だけ、検討の論点が生じる可能性がある点、指摘させていただければと思いま

した。ありがとうございます。 

 

○岡田座長 文言の書き方は、知恵が要るところかなと思いますが、よろしくお願い

いたします。 

 続いて、柳田オブザーバーですね。よろしくお願いいたします。 

 

○柳田オブザーバー 資料４でいいますと、５ページの下の枠、広告の質の向上とい

うところと、資料５のほうですと、その３－４－４－１のあたりに関係することなので、

どちらでもいいのですが、資料４のほうでお話しいたします。広告の質というのが、最初

のアンケートのときからかと思うのですが、広告の取引の質のことなのか、それとも広告

そのもの質のことなのかというところが不明瞭だったなと思っております。業界で、アド

フラウド、無効トラフィックと言っているものは、広告の取引の質のことでして、ご承知

かと思いますが、悪意のある第三者、サイト運営者を含む犯罪を行う第三者などが取引に

入り込んで無効トラフィック、不正なトラフィックを発生させて、広告主の広告費を詐取

するというようなことがあり得るというものなのですが、その問題と、それとは別に、広

告そのものの質の問題というのは、逆に悪意のある広告主、詐欺師がなりすましの詐欺広

告であるとか、不正・不当な表示の広告、不適切な表現の広告、こういったものを出稿す

ることによって起きる問題であり、どちらかというと、消費者の金銭的な被害にも通じる

というような問題と認識しております。 

 最初の広告の取引の質というのは、利用事業者である広告主の被害というものを防ぐた

めに、例えば技術的な対策が行われる、あるいは事後にわかったときには返金をするとか、

あるいは分析して、定義して、その検出の精度を高めるとか、そのような対応が事業者に

よって行われているというものです。 

 後者の広告そのものの質ということでいいますと、透明化法では仲介サービスにおいて

の利用事業者である媒体社の関係で問題になってくるというところかと思います。具体的

には、不正行為を行う広告主を排除したり、詐欺広告そのもの、不正、不当、不適切な広

告そのものを排除するといったようなことが行われているということで、これも同じよう

に技術的な対策と、それからポリシーの調整であったり、検知を行うというような技術的

な対策も含めて、さまざまな対応を事業者が行っているというものです。 

 この２つの課題は全くその性質も違います。同じことがあるとすると、詐欺を行う第三

者が行っているというところが、同じと言えば同じですが、どのような影響があるか。そ

れから、どういった対策が可能か、事業者が行っているかということも、全く違うもので

すので、これを同じ広告の質の向上というワードでまとめてしまうことは、業界では混乱

を生むのではないかと思っています。ですので、できればこれは別の課題として分けてい

ただきたいと思います。資料５のほうの３―４―４―１のあたりにモニタリング会合での
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議論ということでまとめて書かれていて、その上で今後の評価にまとまっていくものと思

いますので、できればご検討いただいて、よろしければご相談させていただいて、業界の

認識とずれのないように。また、事業者が正しく認識できるように書きかえていただくこ

とが必要ではないかと感じました。 

 以上です。 

 

○岡田座長 ありがとうございます。そうですね。おっしゃるとおりだなと思いなが

ら聞いていたのですが、事務局、今、柳田オブザーバーが、３―４―４の一節についての

修正も含めたご要望と伺ったのですが、この点、協議というのは可能でしょうか。 

 

○岩谷室長 岡田先生、ありがとうございます。柳田オブザーバー、ありがとうござ

います。柳田オブザーバーがおっしゃっていた内容を僕がまだあまり理解できていないと

ころがあるのですが、何と何を分けるということが必要だとおっしゃっているという意味

でしょうか。すみません。 

 

○柳田オブザーバー 同じ「フラウド」という言葉を使っているので、多分まぜこぜ

になっていると思うのですが、「アドフラウド」と言っているのは、不正トラフィックのこ

とです。要するに、広告費を取引の中で詐取するという行為のことを言います。それと、

広告そのものの質に問題があるというものは、分けたほうがいいということです。要する

に、広告の取引の質なのか、広告そのものの表示や表現、あるいは広告内容の質なのかと

いうことを分類して、その課題に対して、どう取り組んでいるのか、どうあるべきなのか、

どう評価するのかというようにまとめていくことが必要だということです。 

 これはデジタル市場競争会議のときに、デジタル広告の質ということでアドフラウドを

取り上げていたと記憶しておりまして、そこからも、齟齬が出ているのだなと思っていま

す。あくまでもアドフラウドというのは、広告の取引の質のことでして、広告の質と言っ

たときに、一般的には、業界では、広告内容、広告表示、広告表現の質と誤解しがちであ

るということもありますので、ここはしっかり分けたほうがよいと思っているという意味

です。 

 

○岩谷室長 わかりました。ありがとうございます。昨年の大臣評価の際に、「広告の

質」とここで呼んでいる問題には、何々が含まれますというのを記載していまして、それ

を１つ入れるということと、それに基づいて、ここで言う問題というのはこのようなこと

ですというようなことを途中に挿入しながら、少し仕切り的なものを入れていくというの

があるのかなと思います。 

 

○柳田オブザーバー 恐らく、最初に「広告の質」と言っていたときには、アドフラ

ウドしか含まれていなかったと思うのです。それが、なりすまし詐欺広告の問題が出て、
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そこに広告の質ということで新たに課題を加えたことによって、広告の質というのは何を

指すのかということがあいまいになっているということだと思いますので、ここを、今、

岩谷室長がおっしゃったように、どういう問題が含まれているかと分けて、それぞれに分

解して、その課題と事業者の対応、評価といったものを書かれていくほうが、わかりやす

くなるのではないかと思っております。 

 

○長島補佐 柳田オブザーバー、ありがとうございます。長島です。いただいた点に

関しましては、少しわかりづらかったという点があったことについて承知いたしましたの

で、少し記載について検討させていただきたいと思います。 

 例えば資料５の４８ページの最後の後半のところに、２０２４年度の大臣評価について

の記載を行っております。この中で、低品質広告といった、先ほどご説明いただきました

広告クリエイティブの質の方についてのところが書いてあるのですが、ここに関して、少

しわかりにくかったところはあるかもしれませんが、広告のクリエイティブの質に対して、

クリエイティブが悪い、よいという点に関しては、特に言及していないというところもあ

ります。 

 低品質広告で特に評価をさせていただいた点は、中段にも書いてありますが、まず利用

事業者からデジタル広告市場において低品質広告が蔓延しているという声がありました。

この低品質広告に関しては、ユーザーエクスペリエンスの低下や、媒体社のブランドセー

フティに直接的な悪影響を及ぼす点や、あとは正常な広告を含む日本のデジタル広告全体

に対する信頼性の低下につながる問題として対応を求められていると前置きを置いており

ます。この中で、メディア一体型のプラットフォームに対しては、低品質広告の出稿を防

ぐために、ポリシーに従った、しっかりとした審査を求めております。広告仲介型に関し

ては、媒体社がしっかり低品質広告を捕捉して、みずからの媒体のブランド毀損を防ぐた

めに、配信元をコントロールする、配信を受ける買いつけ先のコントロールをできるよう

にしてほしいということを求め、評価をしております。今年度の評価においても、明確に

分けてそのように記載をしていたところになります。記載については、恐らくモニタリン

グプロセスに沿った流れで記載を続けてしまっているので、少しわかりづらくなっていた

のかなというところもありますので、こちらの記載については検討させていただきたいと

思いますが、そちらでいかがでしょうか。 

 

○柳田オブザーバー ありがとうございます。今、ご説明いただいた昨年度の大臣評

価のところ、４８ページの記述については、業界の認識と齟齬がないと思います。ですの

で、今ご説明いただいたところが、広告そのものの質、広告クリエイティブの質というこ

とですが、これ自体のご認識はそのとおりで問題がないのですが、それとアドフラウド、

広告取引の質、無効トラフィック、不正トラフィックというものは全く別の問題ですので、

これを切り分けていただきたいというのが、資料４と、３―４―４―１の、モニタリング

会合での議論というところが、デジタル広告の質としてまぜこぜに書かれていますので、
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ここの整理をきちんとしていただくことが必要なのではないかなと思います。会合ではも

ちろんいろいろなご意見が出たことは承知しておりますが、ここが正しくこの会合で認識

されて議論されたということがわかる意味でも、ここは何らか分けて書くということをご

検討いただければと思っております。 

 

○川原補佐 柳田オブザーバー、ご発言、ご指摘ありがとうございました。柳田オブ

ザーバーも既にご認識いただいているところかなと、多分恐らく重なるところもあると思

うので釈迦に説法な部分もあるかとは思うのですが、まず、昨年度の大臣評価の段階でも、

別にアドフラウドのほかに、ビューアビリティとか、ブランドセーフティとかという項目

も並べて取り上げているところではありますので、その議論の返答に基づいて、今年も意

見取りまとめ案を記載させていただいているところですし、アドフラウドのことだけを書

いているというわけでもなくて、ブランドセーフティ、ブランド毀損のリスクみたいなと

ころの記述も含まれていますので、そのような意味では、ここの点は昨年度の議論の延長

でやっているのかなと思っております。 

 あとは低品質広告ですが、媒体にそれが表示されると、その媒体のブランドが悪影響を

受けると、ブランド毀損のリスクがあるというところもありますので、そのような意味で

も少しくくりの検討は必要かと思いますが、これまでの議論している整理について記載で

きるところなのではないかと思ってはおります。 

 

○柳田オブザーバー ありがとうございます。広告の取引の質というのがアドフラウ

ドの問題でして、これは広告主に対して金銭的な損害を与える恐れのあることですので、

利用事業者である広告主にとって、非常に関心の高いところということです。そして、ク

リエイティブの広告そのものの質というのは、今おっしゃっていただいたように、広告仲

介サービスにおいて、利用事業者である媒体社のブランド毀損になり得るということです

が、「ブランド毀損」という言葉の使い方も、少し注意して使っていただいたほうがよいと

思います。どちらのことを言っているのか、全くこれは別の問題で、対策も異なるので、

どちらも業界にとってはリスクがあり、対策が必要なことだということはそのとおりです。

利用事業者である広告主にとってなのか、利用事業者である媒体社にとってなのか、課題

も根源が全く異なりますので、そこが、言い方は悪いのですが、ごちゃまぜのような議論

がされたかのような書きぶりになっているということに少し懸念がありますので、最終的

な評価は分けて書いていただいているとしても、その議論のところの整理をいただけると

ありがたいなというところです。 

 

○岡田座長 具体的な報告取りまとめ案にどういう形で反映するかまたご検討いただ

くとしても、広告の質の向上について今重点的に尋ねている対象者は Google ですよね。

Meta や LINE ヤフーも、もちろん同様の問題はあるかと思うのですが、そのあたり、報告

書案、とりまとめ案の中では、特に Google を意識して、こう書くと、箇所的にはそのよう
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なことになるかと思うのですが、そのような形になるという理解でよろしいのでしょうか。

柳田オブザーバーも、そのような方向でもよろしいと理解してよろしいでしょうか。 

 

○柳田オブザーバー いえ。 

 

○岡田座長 違うのですね。 

 

○柳田オブザーバー うまく説明できていなくて申しわけないのですが、広告クリエ

イティブの質、広告そのものの質というのは、詐欺広告も含めて、メディア一体型のプラ

ットフォーム事業者ももちろん対応の必要があることです。それについては、関係する事

業者に丁寧に委員の皆様からもご質問をされて、事業者の皆様もお答えされているという

ことだと思いますが、これは３社とも本来は関係のあることにはなります。その上で、利

用事業者との関係において整理が必要だというのが、Google の場合、広告仲介サービスが

対象になっているというところですね。広告仲介型においては、利用事業者である媒体社

の、先ほど川原様からご指摘がありましたとおり、媒体社のメディアが、広告の配信を受

けるメディアに、詐欺広告が掲出されるということにおいては、メディアにとって問題で

あるということですので、ここは広告仲介サービスで今対象になっているのは Google だけ

ですので、利用事業者である媒体社との関係において、それに対してどう対応するかとい

う整理が必要だということになります。 

 ですので、クリエイティブ、広告そのもの質に関しては、広告を掲載する媒体社の問題

になりますので、自ら掲載する媒体一体型のプラットフォームとして本来は３社、それか

ら広告仲介サービスとしての Google が対象になるということになります。 

 

○岡田座長 かなりいろいろ書きかえなければいけなくなりそうな感じになると思い

ます。ただ、そこは重点的な更問を含めて質問はされていないところもあるかと思うので

すが、どのようになりますでしょうか。 

 

○柳田オブザーバー なりすまし詐欺広告については、回答はされていますので、そ

のような意味では Meta、Google の場合は、それが１つの回答になっているのではないかと

考えます。 

 一方の広告取引の質、アドフラウドに関しては、媒体を有しているプラットフォームの

課題と、それから広告仲介型も、広告エコシステム全体の課題ですので、これについては

３社とも同じスタンスで報告をされているのであろうと思います。 

 

○岡田座長 岩谷さん、何かありますか。 

 

○岩谷室長 ありがとうございます。今回の、例えばアドフラウドについては、Meta



 

22 

さんや LINE ヤフーさんは特に質問を送っていないので、それについて回答しているのは

Google のみということに、今年度はなっているわけです。また、ブランドセーフティにつ

いても Google のみに聞いておりますし、別途、別の問題だとおっしゃる低品質広告のとこ

ろについて、Google に聞いているということなので、このあとの作業というのは、広告の

品質と今呼んでいるテーマの中で、その中で異質だと感じていらっしゃる低品質広告とい

うのを少し、広告の質の問題という枠組みではないという、別立てにするというような形

のスコープにすればよいと、そのようなことですよね。合っていますか。同じ認識ですか。 

 

○柳田オブザーバー はい。 

 

○岩谷室長 今、広告の質とカテゴライズしている中に、低品質広告が入っているの

が多分気持ち悪いということだと思います。そうですよね。 

 

○柳田オブザーバー はい、そうです。もとを正してしまうと大変なことになるので、

業界で「広告の質」というと、クリエイティブの質のことを想像するということがあって、

実は、そこに最初から齟齬があるのですが、これは当初からアドフラウドなど取引の質の

ことを言っていたのでそのままにしていただくとして、なりすまし詐欺広告を含む低品質

広告の課題を切り分けて別に書いていただくか、広告の質のところに、何らかその中で分

ける。先ほど２つこのようなテーマがありますと書くというアイデアのお話があったかと

思いますが、そのようにするとか、いずれにしてもそこは切り分けていただくことがよい

かなと思います。 

 

○岩谷室長 わかりました。言葉の使い方を含め、今、デジタル広告が必要だと書い

てあるセクションの構造を少し見直して書きたいと思います。 

 

○岡田座長 そうですね。何か脚注をつけるとか、あるいは言葉の定義を。 

 

○岩谷室長 そうですね。それもそうですし、デジタル広告の質というタイトルを少

し従来の広告取引の質というテーマと、またクリエイティブに問題のある広告の流通にか

かわる問題というところの２点に分けるような形で、両方がスコープになっているという

ことがわかるようなタイトルに書き直すというのがよいということでしょうか。 

 

○岡田座長 Meta のほうの箇所にも同じようにという感じでしょうか。 

 

○岩谷室長 そうですね、Meta さんについては、昨年度問題になったなりすまし広告

ということで、昨年度から大臣評価でも分けて取り上げて議論していただいたところはあ

るので、Meta のところはこのままでよいのかなとは思います。一方で、Google のところ、
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「広告の質」と今くくってしまっているところは、しっかりとスコープが２つあるのだと

いうことがわかるように書くというところがよいのではないかと思います。 

 

○岡田座長 そうですね。はい、わかりました。では、事務局のほうで、またご提案

いただき、必要があればまた柳田オブザーバーと個別に意見交換をしていただければと思

いますが、よろしいでしょうか。 

 

○岩谷室長 はい。 

 

○柳田オブザーバー よろしくお願いいたします。 

 

○岩谷室長 よろしくお願いいたします。 

 

○岡田座長 ありがとうございました。 

 それでは、ほかの委員、オブザーバーの方から、またご意見をいただければと思います

が、いかがでしょうか。生貝委員、よろしくお願いします。 

 

○生貝委員 大変丁寧にまとめをいただき、ありがとうございました。 

 私からは１点、これまであまり議論に出てこなかったかなというところについてなので

すが、９月末に、欧州委員会が、デジタルサービス法に基づいて、Meta は含まれていない

のですが、インターネット上の詐欺広告を含む金融詐欺等の問題について調査を開始した

というリリースがありました2。そして、その中で、直接的にはこの法律ですと３９条で求

められている広告リポジトリですね、広告ライブラリと呼ばれたりもしますが、やはりそ

のあり方というのが、例えば詐欺広告とか、問題のある広告のパターン掲出などに役に立

つということが触れられていたところです。 

 この広告ライブラリに関しては、この法律とは直接は必ずしも関係なくとも、結構前か

ら Meta さんと Google さんと、あとは別ですが、TikTok さんなんかが公開を既に、日本で

もされているかなと思われますところ、やはり改めてこの辺を見てみると、この辺はもう

なりすまし対策といったようなところからネットを、総務省様のモニタリングでも、もし

かすると扱われる論点かもしれないのですが、やはりこのライブラリというものが、例え

ば広告主の側が広告のクリエイティブに対して競合調査を行うとか、あるいはみずからの

ブランドセーフティを守るための仕組みとして使われていたりといったようなことがあっ

たりするようですところ、この広告ライブラリというものについても、今、実際に各社さ

 
2 生貝委員による、チャットへの書き込みのあった URL は、以下のとおりであった。 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-requests-information-under-digital-services-act-apple-boo

kingcom-google-and-microsoft 

https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=active&ad_type=political_and_issue_ads&country=JP&is_tar

geted_country=false&media_type=all 
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んがどういったような、例えばこれは Meta さんのリンクを張らせていただいた。失礼い

たしました。リンクになっていないです。この広告ライブラリが果たしてどうやって、こ

のようなものも公開していて、そしてそれが果たしてどのように活用されているのか、ど

れだけアクセスとか、そのようなものがあるのかといったようなところも、なりすましの

ところに入れるべきなのか、あるいはより広告の質に関するところに入れるべきなのか、

場所が少し悩ましいのですが、ご検討をいただけるとよいのかなと思っているところです。 

 とりあえず以上です。 

 

○岡田座長 ありがとうございます。具体的な情報提供、ご意見をいただきましたが、

今のは、もし何注記を入れるとしたら、Meta の箇所ということでしょうかね。どういう形

ですか。 

 

○生貝委員 Meta さんに聞いてはいないんですよね。既に Google さんも別途公開さ

れていますし。全体的にこの広告は個人的な関心というところもあるのですが、やはり透

明性確保としての重要なお取組みでありますので、そのことについて少し横串でうかがっ

てみてもよいかなというようなところです。 

 

○岡田座長 事務局、今のはいかがですか。 

 

○岩谷室長 プラットフォームがどういう活動をしているのかということについて、

情報を取りたいと思います。それも踏まえて、透明性、公正性の評価をするというプロセ

スにおいては、書面で質問されて、いろいろ回答していただくというプロセスをとるのが、

一番やりやすいのかなと思っております。ですので、そのような観点から、例えば来年度

の重点テーマを選ぶという際に、今の視点というのをテイクノートしておいて、次年度の

プロセスにおいて、そのようなことも含めるということも念頭に起きながら重点テーマを

選ぶというようなのが１つあると思います。 

 一方で、そのような取組みをしていないと、透明性・公正性の観点から問題があります

ということであれば、今回の指摘に入れるということがあるとは思うのですが、それをや

っていないから重大な問題があるという段階ではまだないのかなと思いますので、次年度

のサイクルに、そのような質問が入れられるかどうかということも踏まえながら、次年度

の重点テーマを選ぶというようなことをしてはどうかというのが私の感触ではあるのです

が、いかがでしょうか。 

 

○生貝委員 ありがとうございます。やはり冒頭に肝心なところをつけ足し忘れまし

たが、今おっしゃるとおり、今回の指摘事項と申しますよりは、まさに今後のさらなる透

明化の取組みに向けてということで、来年度以降に向けてというところも含めてという形

がよいのかなと思います。 



 

25 

 

○岡田座長 では、来年度に向けてということですね。 

 

○岩谷室長 しっかりテイクノートさせていただきます。 

 

○岡田座長 そうですね。また引き継いでいただければと思います。生貝委員も、そ

のようなことでよろしいでしょうか。 

 

○生貝委員 結構です。ありがとうございます。 

 

○岡田座長 ありがとうございます。 

 そのほか。丹羽オブザーバー、お手が挙がっていますね。お願いします。 

 

○丹羽オブザーバー どうもありがとうございます。取りまとめを読ませていただき

よくまとまっているという印象で、皆さん、大変いろいろ努力されたのだなと思います。 

 取りまとめの評価への会合意見（案）というところで、語尾が、「求める」というのと「期

待する」というのはどのように使い分けているのか教えていただきたいです。「期待する」

というのは非常に弱いと思うのですが、「求める」というのは強くなっています。これはど

ういう使い分けをしているのかもし考え方があるのであれば教えていただければと思いま

す。 

 

○岡田座長 では、これは事務局からお答えいただければと思います。 

 

○岩谷室長 丹羽オブザーバー、ありがとうございます。「求める」というところは、

大臣評価の該当法令及び昨年度の大臣評価における指摘事項に記載されている具体的な義

務として規定されている取組みに該当するというようなものに関しては、しっかり「求め

る」と書いているところがあります。一方で、「期待する」というのは、透明化法の法令に

基づくものではないのですが、透明化法の趣旨に基づいて、透明性・公正性の観点から自

主的な向上が期待されるようなものについて、書き分けているというところです。簡単に

言いますと、その法令や昨年度の指摘から直接的に導かれるものについては「求める」と

しています。それから、少し間接的になるようなものについては「期待する」というよう

なところです。 

 

○丹羽オブザーバー ありがとうございました。LINE ヤフーのまとめのところです

が、私も非常に疑問に思っていることをまとめていただいています。私も苦情という考え

方については、LINE ヤフーは非常に弱いということで、気になっています。課題は確か

にそのとおりであるため、もっと強く意見を出すべきと考えます。苦情の定義について再
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検討という言葉だけではなく、はっきり言って、もっと見直しすることを求めたほうがよ

いというぐらい強い言い方もしても問題ないかと感じましたので、少しでも検討に上れば

と思い質問させていただきました。 

 

○岡田座長 文言の修正のご提案ということですが、事務局、いかがでしょうか。 

 

○岩谷室長 丹羽オブザーバー、ありがとうございます。おっしゃるとおりだと思い

ます。一方で、LINE ヤフーは、ご意見と分類しているものについても、あわせて件数を

報告することはできると回答しているところです。我々のほうは、透明化法に基づく苦情

という観点ですと、もう少し実際に LINE ヤフー側に問題がある行為があったとか、ある

いは LINE ヤフーの場合ですと広告主になりますが、利用事業者に損害が出ているものに

かかわらず、そのような不満についての意見表明があった場合は、苦情として捉えるべし

というのが透明化法の立場なわけです。そのような趣旨を踏まえると、LINE ヤフーが今

意見として分類しているものというのは、苦情にしっかり入ってくるものかなとは思いま

す。ただ、LINE ヤフーのほうでそれを苦情と呼ぶかどうかというところまでを強く、意

見と言っているものは、それは苦情であると言うところまで強く言うというかは、また判

断があるかなと思っております。 

 結果として、向こうが「意見」と呼んでいようが、「苦情」と呼んでいようが、しっかり

とその係数を示す、カウントをして、PDCA の材料にしているということです。また、そ

の取組み内容について、答えて、報告しているということが大事であるとは思います。そ

れが大前提としてということだとは思うのですが、今回の指摘については、例えば苦情の

定義を拡張することなどを再検討することを求めるというような、拡張するというような

要望を入れるというのが、１つ案としてはあるかと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

○丹羽オブザーバー そのほうがより具体的な表現だと思います。意見の中身にやは

り苦情があるのではないかと思います。その辺に隠れている苦情を発掘していく必要があ

るのではないかということを表現したいということです。苦情の定義について拡大すると

かの意味合いのほうがよいのかと思いました。 

 

○岩谷室長 承知いたしました。ありがとうございます。 

 

○岡田座長 では、若干の修正ということになるかと思いますが、ご検討をよろしく

お願いいたします。 

 そのほか、ご意見などはありますでしょうか。いかがでしょうか。柳田オブザーバー、

お手が挙がっていますね。お願いします。 

 

○柳田オブザーバー 再度しつこく手を挙げて申しわけありません。資料５なのです
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が、今３－４－１の問題の所在というところで、さっき「ブランドセーフティ」という言

葉は注意したほうがよいというお話をしたのですが、恐らくこれは今回整備されるときに、

その広告主並びに媒体社のブランド毀損ということで、「ブランドセーフティ」という言葉

を提示されたということだと思うのですが、そもそもデジタル広告の問題を取り上げたデ

ジタル市場競争会議から、昨年度の評価までの間は、あくまでも広告主のブランド毀損と

いうところを「ブランドセーフティ」と定義していたと認識しております。これは業界の

定義とも、齟齬はないところです。 

 確かに媒体社に不適切な広告が掲載されることによって、メディアのブランド毀損とい

う言い方ができないことはないのですが、広告業界でブランドという言葉を使うのは、あ

くまでも広告主に対してです。ですので、例えばブランドエージェンシーという広告会社

の業態がありますが、これは広告主に対して、その営業を行う広告会社のことを言います。

「ブランド」という言葉の使い方ですね。ここが一般的な意味でのブランドという言葉を

使うのと、広告業界で流通しているブランドという言葉を使うのとでは、意味合いが変わ

ってきてしまうということがあります。その「ブランドセーフティ」というのは、あくま

でも広告掲載先、メディアの品質に関する安全性の確保というのをブランドセーフティと

業界では定義していますので、ここは、政府から出るこういった報告書で業界の定義と違

うものが出てしまうということには、なかなか業界での考え方の修正というのは難しいと

思いますので、いま一度ここは、この定義のところから、先ほど申し上げた話につながる

ところだと思いますので、もう一度ご検討をお願いしたいところです。以上です。 

 

○岡田座長 では、事務局、お願いします。 

 

○川原補佐 柳田オブザーバー、ありがとうございます。デジタル広告を、広告主側

サイドのご観点からおっしゃっていただいたものと理解しますが、我々は、媒体側からも

お話をお聞きする中で、自社のこのようなウェブサイトに変な広告が出てくると、うちの

会社のブランド価値も下がるので、毀損されるのでという懸念の声もいただいているとこ

ろです。広告主の観点からの言葉づかいだと、それはそうおっしゃるところはあるのだろ

うとは思うのですが、透明化法の観点から申しますと、仲介型での媒体社の利用事業者も

入ってきます。広告主の世界の言葉づかいがそうだからといって、媒体社のブランドの毀

損は考えなくてよいのかと、範囲外になるのかというと、それはそのように切って捨てる

わけにもいかないかなと思います。そのような媒体側のお立場もありますので、そのよう

なところも含めて、少し検討はさせていただいているというところは１点あるかなと思い

ます。 

 

○柳田オブザーバー はい、おっしゃるとおりです。それを否定していることではな

くて、その「ブランドセーフティ」という言葉の使い方です。あくまでも、その「ブラン

ドセーフティ」という用語ですね。用語の定義に関することを申し上げております。その
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ような意味で、今おっしゃっていただいたように、媒体側の価値の毀損ということがあり

得るということが、課題、問題となり得ることはもちろん業界としても認識しています。

そのために、この大臣評価で事業者に対する質問もして、それに対して検討してきたとい

うことですので、それ自体のことを言っているわけではありません。 

 ですので、用語の問題です。「ブランドセーフティ」という、その「ブランド」という言

葉を、メディアのブランド毀損という言い方を、会話の中ではもちろんすることはありま

すが、広告業界、広告主、あくまでも広告主ということで「ブランド」という言葉を使う

のが通常ですので、そのような意味で、この評価の中で記載するときには、「ブランドセー

フティ」という課題について語るときには、あくまでも広告掲載先の品質の安全性確保と

いう意味で「ブランドセーフティ」という言葉を使い、例えばその媒体社に関して言うと

きには、「ブランドセーフティ」とか、「ブランド毀損」という言い方ではなくて、例えば

「媒体社の価値毀損」とか、そのような違う言葉を使っていただきたいという意味です。 

 

○川原補佐 媒体社側からご意見を伺う中で、「自分の会社のブランドが」ということ

おっしゃられる方もいるので、それはおっしゃられる「ブランドセーフティ」とは少し違

う整理にはなるのかなと思いますが、少し「ブランド」という言葉まで媒体社側で全部だ

めとするのがよいのかどうかというのは、媒体社側のご意見のほうも少し見てみる必要は

あるかなと思います。ただ、「ブランドセーフティ」という言葉までつけてということであ

るとすると、それはやはり広告主側を想起されるのでというところはあるかもしれません

ので、用語については、事務局の中で検討ということでいかがでしょうか。 

 

○岩谷室長 レピュテーションというと違うのですか。ブランドのレピュテーション。 

 

○柳田オブザーバー 近いですね。ただ、「ブランド」という言葉を「ブランドセーフ

ティ」という単語で使うときは、あくまでも広告掲載先の品質を問題にしている、要する

に、媒体社の質を問題にしているとわかったほうがよく、広告そのもののクリエイティブ

の質の問題というときには、「ブランドセーフティ」という言葉を使わないと整理していた

だきたいと思います。その「媒体社のブランドを毀損している」とか、「広告主のブランド

を毀損している」という言い方をするのであれば、ブランドというのを一般名詞で使って

いるということがわかるのであれば、それはそれでよいと思うのですが、この問題として

整理するときに、アドフラウド、ビューアビリティ、ブランドセーフティと並べたときに

は、この「ブランドセーフティ」に媒体社のブランド毀損は入らないというように、業界

の通常の、今までの課題のあり方も検討の中では入ってこないということになってしまう

ので、そこを検討していただきたいと思います。 

 

○岡田座長 用語の使い分け、使い回しを含めて、事務局でご検討いただきたいので

すが、本日はメディア側のオブザーバーはご欠席ですので、個別にまたご意見などを頂戴
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しながら、そのあたりのバランスをとっていただければと思いますが、柳田オブザーバー、

そのような対応でよろしいでしょうか。 

 

○柳田オブザーバー はい。よろしくお願いいたします。 

 

○岩谷室長 はい、承知いたしました。 

 

○岡田座長 では、そのようなことでよろしくお願いいたします。 

 増島委員、よろしくお願いいたします。 

 

○増島委員 ありがとうございました。まず、取りまとめのところは、大変、まとめ

ていただきましてどうもありがとうございます。 

 ずっとやりとりを拝見させていただきながら、常にそのようになってしまう傾向にある。

細かい話はあるのですが、今年度は書面でつっこんでの何かみたいなのは、やはりこのよ

うなプロセスだとなかなかこれ以上出てきにくいだろうなと感じるところもあります。こ

れは、実際、ご質問の一次案をつくっていただいて、いろいろお話を聞いていただいてい

る事務局の皆様に、お考えということでお伺いをしてみたいです。 

 このやりとりの仕方、今年から少しやりとりのやり方を変えているわけですが、その前

にやっていたような、１回のプレゼン、プラス、実際のご質問というやり方をやってきて

いるわけですが、これ以上の深いディスカッションは、結構やっぱり難しいなというふう

な感想を抱かれていらっしゃるとか、もしくはこのようにしたら、もう少し実質的なとこ

ろまでやりとりができるなとお考えのアイデアがあるのか、その辺をお伺いしてみたいと

思いました。中身の問題というよりは、今後のやり方について質問です。 

 

○岡田座長 では、今のは、事務局から。 

 

○岩谷室長 岡田先生、ありがとうございます。増島先生、ありがとうございます。

まだ今年度のこの進め方をすることが、昨年度以前と比較してどうだったかということを

申し上げたいのですが、やはり昨年度ですと、ヒアリングの機会でさまざまなコミュニケ

ーションというものがあったわけなのですが、定期報告書で書かれている内容の確認や、

その問題意識をぶつけるというところに関して、やはり機会として非常にウィンドウが限

られています。時間的にもそうですし、機会、回数としても限られているということがあ

ったことです。また、その場で即答できる内容にやはり限界がありますので、今回書面で

２往復をすることで、プラットフォームそれぞれ性質がありますが、それぞれ固有のやり

方がありますが、言葉の使い方を踏まえ、そのようなところの情報が取れたというのは、

今年度ですごくよかった点なのではないかと思っております。 

 今後、これ以上深い議論をするということに関しては、１つには、事務局と、また先生
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方が活用できるような情報のインプットの必要がどこまで上げられるのかというのがある

と思います。プラットフォームに情報を出していただくという点においては、このような

やり方が１つあると思うのですが、我々のほうで利用事業者の状況とか、それを市場の反

対側にいる一般利用者の状況とか、そのようなところの情報をどれだけ取れるのか。その

ようなことの生の情報を持って、それをプラットフォームにくっつけられるのかと、そこ

が１つ大きなところだと思います。また、それがこのような、従来はモニタリング会合を

公開でやっておりましたが、公開になじむようなものなのか、それともよりクローズドの

場で、皆さんと非公開の情報も踏まえて議論していくというところのほうが、議論が深ま

るのかという方法の問題というのもあると思います。 

 

○増島委員 ありがとうございました。このプラットフォームは、いろいろなところ

で、いろいろな話はお伺いをするのですが、おっしゃるとおり、核心を突くような、つな

がる情報が手に入ってきているかというのは、実際にそうでもないというところがあった

りなどする中で、我々からの指摘のようなところで、反映されていない部分があり、反省

している。その辺が鋭い指摘を形成できていないことが原因ではないかと思いながら、プ

ロセスもあるというところです。ありがとうございます。 

 

○長島補佐 すみません。増島先生、長島です。 

 先ほどのプロセスのところのお話で１点だけ少し補足をさせていただきますと、今回、

更問の回答が出てきた中で、また新たな情報とかがいろいろ把握できておりますので、こ

れを来年度に引き継いで、その更問の中で得た情報に対して、我々もさらに利用事業者に

確認をする、プラス、Google とか、ほかのプラットフォームに対しても、しっかりさらに

追求していくというところのプロセスを年々続けていくことで、さらに深い議論ができ上

がってくるのではないかなというかというのが、私個人の感想です。 

 

○増島委員 なるほど。ありがとうございます。このぶつけたものに対しての回答は、

官僚答弁というか、割と、核心を突かないような回答になりがちです。恐らく意図的にと

いうか、このような部分もあるようなところを挙げておりまして、そこをそうでなくてと

いう更問をすると、少しだけ何か出て核心をついていないというプロセスが繰り返される

部分があると思っております。この点は、これは率直なところ、それは国会答弁だってそ

うじゃないかという話で、やむを得ないというふうな認識なのでしょうか。そこの辺はい

かがでしょうか。 

 

○岩谷室長 役所のほうで、相談窓口を踏まえて、その相談案件を踏まえて、把握し

ている内容については、プラットフォームもあまり問題は起きていないですとか言いづら

いような状況になっているというのは、足元で感じているところですので、いかにプラッ

トフォーム以外のところから、例えば利用事業者からの情報をどれだけ取れるのかという
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ことが、やはり役所に対して、木で鼻をくくったような回答はできないなというような環

境をつくり出すということになるのだと思います。 

 

○増島委員 なるほど、わかりました。やはりそうすると深いところまでインプット、

よい情報を得るというところが肝であるということでしょうか。 

 

○岩谷室長 はい、そのように考えております。 

 

○増島委員 ありがとうございます。 

 

○岡田座長 来年度に向けて、どういう方式でということを検討してくれるのは、重

要な、今のご意見だったかなと感じました。 

 少し私がお伺いしたいのは、更問に対しての事業者側の反応ですよね。当初、更問に案

をつけるときに、これ以上は少し負担だからとか、何かそのような、配慮も少し見つつ、

３通りのリストをいろいろ検討していたというようなことを感じたのですが、やはりこの

２往復というのは、かなりいっぱい、いっぱいというか、やりとりしている中で、これが

限度かなという感覚だったのか。あるいは、不十分な回答だと、さらに更問をするよとか、

何かそのようなことは可能なのか。そのあたりの感触はどのようにお受けとめになってい

るのか、事務局の感触を教えてください。 

 

○岩谷室長 皆様とその回答について議論して、またその更問を考えるというような

ことのプロセスを踏むと、２往復よりも増やすとなると、結構、事務局のほうで厳しいと

いうところがあります。他方で、先生方からの問題意識を頂戴した上で、事務局のほうで

更なるやりとりをするということであれば、間にもう１往復とかを入れることはできるの

かもしれないという印象はあります。ただ、各社さん、今回は２往復をして、あまり大変

だったとかいうのを、全ての会社さんから聞いているわけではなく、一部の会社さんから

は、少し多いですというような話がありましたが、全部が全部というわけではないのです。

そのような状況でした。 

 

○岡田座長 このような方式の、法律の建てつけがそうなのですが、この事業者と事

務局との間での密な情報のやりとりとか、信頼関係とか、そのようなものもベースになる

ような仕組みなのかなとも感じますので、そのあたりの加減がとても微妙なところという

か、難しいところかなと拝見しておりました。そのような意味では、割と伺う限りではよ

い関係ができているのかなという印象も受けるのですが、そのような受けとめでよろしい

ですか。 

 

○岩谷室長 そうですね。はい。もちろんプラットフォーム側の負担というのもあり
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ますし、頂戴している情報についても、プラットフォーム側の取組みというのを、しっか

りとよかったところはよかったと書くということも、その答えるインセンティブになって

きますので、そのようなよい循環になるような仕組みをつくっていくというのが、今後も

プラットフォームからの回答をしっかり出していただくには必要かと思います。 

 

○岡田座長 あと、いろいろな勧告とか、そのような仕組みもあるわけで、片やこの

ようなのも当然あるわけです。そこをどの程度活用していくかということも同時並行で、

見合いで考えていくということになるのだろうと思うのですが、今回は特にそのような方

向では、具体に考えられていないということなのですか。そこはまだ今後の話なのでしょ

うけれども。 

 

○岩谷室長 ありがとうございます。モニタリング会合は、モニタリング会合の年間

の実績・取組みの評価ということになりますので、また、勧告ということですと是正が必

要な状態について行政指導するということになってきますので、特に勧告はその是正がも

う１年待っていられないと、次の大臣評価を待っていられないというようなものについて、

優先的にやるということですので、また、そのようなものについて検討しているとかその

ようなことについては、部局として申し上げる立場にはないかなと思います。 

 

○岡田座長 はい。すみません。余計なことを言いました。 

 手が挙がっていますね。失礼しました。善如委員、よろしくお願いします。 

 

○善如委員 よろしくお願いします。 

 今モニタリング会合の運用の話がありましたので、少し１点コメントをつけ加えさせて

いただきたくて。更問とか、そのやりとりの回数を増やすというお話が先ほど出たりしま

した。ただ、今回はその更問をどうするかという議論で、これを聞きたいけれども、聞い

たところでどうせうやむやな回答が来るだけなのだろうなとか、そのような議論もこのモ

ニタリング会合で何度かあったように記憶しております。ですので、その回数を増やして

も、あまり意味がないような感じを持っています。むしろ、岩谷室長も先ほどおっしゃら

れていたように、相談窓口に集まっている事実の声とか、事業者アンケートの結果とか、

ヒアリングで得た生の声なんかというのをより活用して、それを出せば、もう更問なんか

をしなくても１回で済むような体制に持っていくというほうが効率的なのではないかなと

思いました。今、竹槍１本で何回か正面で質問を２度送りましたが、結局、効いていない

ような気がしていますので、エビデンスベースドではないですが、数字や、ちゃんとした

エビデンスを用意して、刀を研いで、質問一発で終わらせるというような運営もありなの

かなと感じました。よって、そのヒアリングとかにモニタリング会合を行うのももちろん

有用なのでしょうが、戦略的にアンケート内容を見直してみるとか、そのような面で何か

協議するという可能性も選択肢としてあり得るのかなと思いましたので、コメントさせて
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いただきました。 

 今回の取りまとめ案に関しましては、全く異論はありませんので、その運用に関して、

思ったことをつけ加えさせていただきました。 

 以上です。 

 

○岡田座長 ありがとうございます。先ほども議論がありましたが、やはり相談事例

であるとかアンケートで、そのような情報を踏まえて、やはり質問をしっかりと考えてい

くプロセス、そこにもういろいろ時間をかけて、委員の間でも情報共有できるようなプロ

セスをもう少ししっかりとっていくとか、何かそのようなことをご検討いただけると、更

問の検討のときも、もう少し、今、善如委員が言ったようなシャープな質問でいけるのか

なという印象も持ちました。そのような面で、事務局はそのような情報をしっかり把握さ

れているようですので、そのようなことも、ぜひ適宜情報のご提供をいただけるとよいで

す。ご説明はもちろん機会をいただいているわけですが、そのような機会はとても必要だ

ったと思いますので、今後もそのようなことをしっかりと、拡充するかどうかはともかく、

そのような機会をいただければと思います。 

 

○岩谷室長 承知いたしました。 

 

○岡田座長 ありがとうございます。 

 すみません。いつの間にか６時になっておりまして、時間がいっぱいになりました。終

業時刻にほぼほぼなってまいりますので、本日の議論はこれにて終了とさせていただきた

いと思いますが、よろしいでしょうか。どうしてもというご意見があれば構いません。よ

ろしいですね。ありがとうございました。まだご意見をおっしゃりきれなかったところも

あるかとは存じます。追加のご意見とか、あるいは本日のご議論の中でまた追加でご意見

をご提供いただくとか、あるいは個別にやりとりを事務局としていただくとか、このよう

なところもありましたので、また会合後に事務局と個別に意見調整をメール等でしていた

だければと思います。 

 なお、取りまとめ案について、可能な限り具体的な修正文言もお伝えいただけると、次

回の取りまとめ最終案に向けてスムーズに進むかと思いますので、そのようなご提案も含

めてご意見をお寄せいただけるとよろしいかと思います。今日は非常にいろいろな意見が

出ましたので、事務局はいろいろ大変かとは存じますが、モニタリング会合取りまとめ案

への反映といったことをご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

３． 閉会 

○岡田座長 それでは、最後に事務局より事務連絡をお願いいたします。 

 

○岩谷室長 ありがとうございます。本日の議事録につきましては、事務局で作成の
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上、皆様にご確認いただいた後、公表することを予定しています。 

 次回の日程につきましては、デジタル広告分野専門委員、オブザーバーの皆様におかれ

ましては、１０月２０日（月）を予定しています。分野共通の委員の先生、オブザーバー

におかれましては明日１０時から、次回会合の予定です。 

 以上です。ありがとうございます。 

 

○岡田座長 ありがとうございます。 

 それでは、以上をもちまして本日の議事は終了とさせていただきます。本日もお忙しい

中をお集まりいただき、まことにありがとうございました。 

 

以上 




